
～豊田地域交流センターの位置の変更及び使用料の改定～

豊田地域交流センターの供用開始に伴い条例を改正

《
総
務
文
教
常
任
委
員
会
》

Ｑ
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
和
室
の
使
用

料
金
が
下
が
り
、
大
集
会
室
の
使
用

料
金
は
上
が
っ
て
い
る
が
、
使
用
料

の
算
定
基
準
は
。

Ａ
内
規
で
部
屋
の
面
積
に
よ
り
使
用
料

の
基
準
を
定
め
て
お
り
、
大
集
会
室

は
面
積
が
大
き
く
な
り
、
和
室
は
面

積
が
小
さ
く
な
っ
た
こ
と
が
影
響
し

て
い
る
。

Ｑ
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
料
理
実
習
室

の
使
用
料
が
減
額
さ
れ
た
理
由
は
。

Ａ
以
前
は
、
部
屋
の
面
積
に
加
え
調
理

設
備
等
も
加
味
し
て
使
用
料
を
算
定

し
て
い
た
が
、
建
て
替
え
を
機
に
、

部
屋
の
面
積
の
み
に
よ
る
算
定
と
し

た
こ
と
か
ら
減
額
さ
れ
て
い
る
。

《
市
民
福
祉
常
任
委
員
会
》

Ｑ
約
６
億
円
の
基
金
の
取
り
崩
し
を

行
っ
た
要
因
は
。

Ａ
療
養
給
付
費
の
３
億
円
の
増
額
や
医

療
給
付
費
分
に
係
る
県
へ
の
納
付
金

の
増
額
な
ど
が
主
な
要
因
で
あ
る
。

Ｑ
基
金
残
高
の
見
込
額
は
。

Ａ
令
和
７
年
度
末
の
見
込
額
約
７
億
５

千
万
円
に
対
し
て
、
令
和
８
年
度
末

の
見
込
額
は
約
１
憶
６
千
万
円
で
あ

る
。

Ｑ
保
険
料
収
入
が
前
年
度
に
比
べ
て
２

億
円
近
く
増
え
て
い
る
要
因
は
。

Ａ
静
岡
県
後
期
高
齢
者
広
域
連
合
の
定

め
に
従
い
、
２
年
ご
と
に
保
険
料
率

の
改
定
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

令
和
８
年
度
に
保
険
料
率
が
改
定
さ

れ
る
た
め
で
あ
る
。

《
建
設
経
済
常
任
委
員
会
》

Ｑ
料
金
改
定
後
の
県
内
23
市
に
お
け
る

水
道
料
金
順
位
は
。

Ａ
日
本
水
道
協
会
の
指
針
に
基
づ
き
口

径
13
㎜
で
10
㎥
使
用
し
た
場
合
で
比

較
す
る
と
、
現
在
は
県
内
23
市
で
２

番
目
に
低
い
料
金
で
あ
る
が
、
料
金

改
定
後
は
５
番
目
に
低
い
料
金
と
な

る
。
ま
た
、
改
定
後
の
基
本
料
金
は

県
内
の
平
均
程
度
で
あ
る
。

Ｑ
基
本
料
金
の
改
定
率
が
量
水
器
の
口

径
に
よ
り
異
な
る
理
由
は
。

Ａ
市
の
出
資
金
相
当
分
を
充
当
す
る
こ

と
に
よ
り
、
一
般
生
活
者
が
主
に
使

用
す
る
口
径
が
小
さ
い
も
の
に
関
し

て
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
比
べ
、

基
本
料
金
の
改
定
率
が
約
２
・
６
％

低
く
な
っ
て
い
る
。

焼
津
市
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
（
豊
田
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
）

令
和
８
年
度
焼
津
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
予
算
案

令
和
８
年
度
焼
津
市
後
期
高
齢

者
医
療
事
業
特
別
会
計
予
算
案

焼
津
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

当初予算・補正予算（特別会計）・条例等の審査概要 ≪各常任委員会≫

18 やいづ　議会だより


